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富
士
河
口
湖
町
議
会
第
２
選
挙
区

　
　
　
　
（
旧
上
九
一
色
村
南
部
地
区
）
選
出
議
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
増
員
選
挙
投
票
日
は
４
月
９
日
で
す
。

あ
な
た
の
一
票
か
ら
町
政
は
始
ま
り
ま
す

　
　
　
　
　
　
　
棄
権
す
る
こ
と
な
く
投
票
し
ま
し
ょ
う

　　
４
月
９
日
（
日
）
は
、
富
士
河
口
湖
町

議
会
第
２
選
挙
区
選
出
議
員
増
員
選
挙
（
旧

上
九
一
色
村
精
進
・
本
栖
・
富
士
ヶ
嶺
地

区
）
の
投
票
日
（
投
票
時
間
は
午
前
７
時

か
ら
午
後
８
時
ま
で
）
で
す
。

　
こ
の
選
挙
は
、
３
月
１
日
に
旧
上
九
一

色
村
の
分
村
合
併
に
よ
る
増
員
選
挙
で
、

こ
の
選
挙
に
よ
り
選
ば
れ
る
議
員
は
２
名

で
す
。
一
人
ひ
と
り
の
願
い
を
町
政
に
生

か
す
た
め
、
あ
な
た
の
貴
重
な
一
票
を
大

切
に
し
ま
し
ょ
う
。

投
票
で
き
る
人

　
こ
の
選
挙
の
投
票
を
す
る
に
は
、
富
士

河
口
湖
町
（
精
進
・
本
栖
・
富
士
ヶ
嶺
地

区
）
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
必
要
で
、
次
の
要
件
を
満
た
し
て

い
る
人
が
名
簿
に
登
録
さ
れ
、
今
回
の
選

挙
に
投
票
で
き
ま
す
。

一
、
住
所
要
件

・
平
成
18
年
１
月
３
日
以
前
か
ら
富
士
河

口
湖
町(

精
進
・
本
栖
・
富
士
ヶ
嶺
地
区)

の
住
民
基
本
台
帳
に
記
載
さ
れ
、
投
票
日

ま
で
引
き
続
き
住
民
基
本
台
帳
に
記
載
さ

れ
て
い
る
者
。

・
平
成
18
年
１
月
３
日
以
前
に
転
入
届
を

出
し
た
方
で
、
投
票
日
ま
で
引
き
続
き
住

民
基
本
台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
（
１

月
４
日
以
降
転
入
届
を
さ
れ
た
人
は
、
当

町
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
（
３
か
月
未
満
の
た
め
）
の
で
投
票
で

き
ま
せ
ん
。
）

　
な
お
、
４
月
９
日
（
投
票
日
）
以
前
に

町
外
（
精
進
・
本
栖
・
富
士
ヶ
嶺
地
区
か

ら
）
へ
転
出
さ
れ
た
人
は
、
今
回
の
選
挙

で
は
投
票
で
き
ま
せ
ん
。

二
、
年
齢
要
件

・
昭
和
61
年
４
月
10
日
以
前
に
出
生
し
た

者
。

　
選
挙
人
名
簿
登
録
の
有
無
に
つ
い
て
は
、

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
（
℡
72-

１
１
１

２
）
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
　
　

　
　
　
　
　
　

入
場
券
は
郵
送
し
ま
す
　

　
投
票
所
の
入
場
券
は
、
４
月
７
日
ご
ろ

ま
で
に
届
く
よ
う
に
郵
送
し
ま
す
。

　
ご
本
人
の
氏
名
や
投
票

所
名
を
確
認
し
て
か
ら
投

票
所
に
お
出
か
け
く
だ
さ
い
。
何
か
の
事

情
で
入
場
券
が
投
票
日
ま
で
に
届
か
な
か

っ
た
り
、
紛
失
し
た
場
合
で
も
、
選
挙
人

名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
れ
ば
投
票
で
き
ま

す
の
で
、
投
票
所
へ
お
い
で
く
だ
さ
い
。

　指
定
の
投
票
所
で

　
投
票
所
は
精
進
・
本
栖
・
富
士
ヶ
嶺
地

区
に
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
場
所
に
設
け
ら
れ

ま
す
。

 
　
指
定
さ
れ
た
投
票
所
以
外
で
は
投
票
で

き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
町
内
で
住
所
を
移
さ
れ
た
転
居

の
場
合
、
以
前
の
住
所
に
入
場
券
が
送
ら

れ
る
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

入
場
券
に
記
載
さ
れ
た
投
票
所
で
投
票
し

て
く
だ
さ
い
。

代
理
投
票

　
体
が
不
自
由
で
あ
っ
た
り
し
て
文
字
が

書
け
な
い
人
に
は
、
投
票
所
の
係
員
が
投

票
の
秘
密
を
侵
す
こ
の
な
く
代
理
で
筆
記

す
る
代
理
投
票
も
で
き
ま
す
。
本
人
が
直

接
投
票
所
受
付
で
係
員
に
お
申
し
出
く
だ

さ
い
。

　投
票
日
に
投
票
所
へ
行
け
な
い
人
　

～
期
日
前
投
票
の
ご
案
内
～

　
仕
事
の
都
合
や
病
気
、
旅
行
、
出
産
な

ど
の
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
、
投
票

日
に
投
票
所
に
行
け
な
い
人
の
た
め
に
、

期
日
前
投
票
の
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　
期
日
前
投
票
を
す
る
に
は
、
本
人
を
確

認
で
き
る
書
類
（
運
転
免
許
証
等
）
と
入

場
券
（
届
い
て
い
る
方
）
を
持
っ
て
、
上

九
一
色
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
に
お
い

で
く
だ
さ
い
。

　
期
日
前
投
票
の
期
間
は
４
月
５
日(

水)

か
ら
４
月
８
日
（
土
）
ま
で
の
毎
日
午
前

８
時
30
分
か
ら
午
後
８
時
ま
で
で
す
。
備

え
付
け
の
宣
誓
書
に
不
在
の
理
由
な
ど
を

記
入
の
う
え
投
票
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

～
不
在
者
投
票
の
ご
案
内
～
　

　
病
院
や
施
設
に
入
院
、
入
所
さ
れ
て
い

る
場
合
、
各
施
設
で
投
票
で
き
る
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
、
選
挙
管
理
委
員
会
か
病

院
等
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

上
九
一
色

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

精
進
・
本
栖
保
育
所

本
栖
公
民
館

（
第
12
投
票
区
）

（
第
13
投
票
区
）

（
第
14
投
票
区
）
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き
れ
い
な
選
挙
の
実
現
は
、
民
主
主
義
の

基
盤
を
な
す
も
の
で
す
。

　
選
挙
浄
化
の
動
き
と
し
て
、
議
会
議
員
に

よ
る
自
発
的
な
「
明
る
く
き
れ
い
な
選
挙
実

現
の
た
め
の
申
し
合
わ
せ
」
等
有
権
者
を
主

体
と
し
た
提
起
が
行
わ
れ
た
経
緯
が
あ
り

ま
す
。

　
明
る
く
き
れ
い
な
選
挙
は
誰
も
が
望
ん

で
い
ま
す
。
こ
れ
を
実
現
で
き
る
の
は
有
権

者
の
自
覚
で
あ
り
、
候
補
者
本
人
と
選
挙
運

動
に
た
ず
さ
わ
る
方
の
良
識
あ
る
行
動
で

す
。

　
有
権
者
一
人
ひ
と
り
の
良
識
と
自
覚
が
、

正
し
く
き
れ
い
な
選
挙
を
実
現
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　
選
挙
の
浄
化
に
皆
さ
ん
の
ご
協
力
と
ご

参
加
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
わ
た
し
た
ち
の
意
見
を
こ
れ
か
ら
の
町

政
に
反
映
さ
せ
る
た
め
の
代
表
者
を
選
ぶ

大
切
な
選
挙
で
す
。
一
人
ひ
と
り
が
責
任
を

持
っ
て
、
一
票
を
投
じ
、
明
る
く
き
れ
い
な

選
挙
の
実
現
に
み
ん
な
で
努
め
ま
し
ょ
う
。

●
選
挙
に
関
す
る
問
合
せ
は
、
　
　

　
町
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

　
　
　
　
　
　
℡
72
‐
１
１
１
２
へ

有
権
者
の
皆
さ
ん
の

正
し
い
良
識
と
自
覚
で
、

明
る
く

き
れ
い
な

選
挙
を

上九一色中学校
至鳴沢

至本栖湖

至富士宮

富士ヶ嶺公民館

富士ヶ嶺
保育所

富士豊茂
小学校

至
精
進
湖

至
富
士
宮

本　　栖
公 民 館

上九一色
コミュニティ

センター

上九一色
コミュニティ

センター

投
票
所
案
内
略
図

入
場
券
に
記
載
さ
れ
て
い
る

投
票
所
で
投
票
で
き
ま
す
。

山神社

至
本
栖
湖

富
士
ヶ
嶺
A
コ
ー
プ

精進小学校

至河口湖
至本栖湖

精
進
健
康
管
理
セ
ン
タ
ー

福
祉
出
張
所

精
進
・
本
栖
保
育
所

精進郵便局

JA精進支所

選 挙 管 理 委 員 会 か ら の お 知 ら せ

富士河口湖町　　　　　　　　   

第２選挙区選出議会議員増員選挙

投
票
日4月9日(日) 

　
富
士
河
口
湖
町
選
挙
管
理
委
員
会
で
は
、

4
月
9
日
に
旧
上
九
一
色
村
と
の
分
村
合

併
に
伴
う
富
士
河
口
湖
町
議
会
第
２
選
挙

区
選
出
議
員
増
員
選
挙
を
次
の
と
お
り
実

施
し
ま
す
。

　
　

●
告
示
日
　
　 

 

4
月
4
日(

火)

●
投(

開)

票
日
　
4
月
9
日(

日)
●
投
票
時
間
　 

 

午
前
7
時
～
午
後
8
時

●
開
票
時
間
　 

 

午
後
9
時
30
分
～

●
開
票
場
所 

富
士
河
口
湖
町
中
央
公
民
館

　
　
　
　
　
　

　◎
期
間
　
4
月
5
日
～
8
日
ま
で

◎
時
間
　
午
前
8
時
30
分
～
午
後
8
時

◎
場
所
　
上
九
一
色
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

　
　
　

　
　
　

　
富
士
河
口
湖
町
選
挙
管
理
委
員
会
で
は
、

　
富
士
河
口
湖
町
議
会
第
２
選
挙
区
選
出

議
員
増
員
選
挙
の
立
候
補
予
定
者
説
明
会

を
次
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。

　
　
　

◎
日
時
　
3
月
22
日(

水)

　
　
　
　
午
後
1
時
30
分
～

　◎
場
所
　
富
士
河
口
湖
町
役
場

　
　
　
　
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
ホ
ー
ル

　
　

◎
問
い
合
わ
せ
　
富
士
河
口
湖
町
選
挙

　
　
　
管
理
委
員
会
　
℡
72-

1
1
1
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
線
2
1
1

立
候
補
予
定
者
説
明
会
を

　
開
催
し
ま
す

《
期
日
前
投
票
》

精進・本栖保育所
 (第12投票区)

本栖公民館
 (第13投票区)

上九一色コミュニティセンター
 (第14投票区)

お
子
さ
ん

父

母

渡
邉
　
晴
斗
　
　
　
学
　
　
弘
　
子
　
船
津

渡
邉
　
佳
子
　
　
潤
　
二
　
悦
　
示
　
船
津

三
浦
　
翔
真
　
　
洋
　
司
　
久
美
子
　
船
津

河
村
　
祐
花
　
　
宏
　
之
　
千
喜
子
　
船
津

尾
畠
　
佑
來
　
　
　
浩
　
　
奈
緒
美
　
船
津

　
野
　
ハ
ル
　
　
翔
太
良
　
　
愛
　
　
船
津

萱
沼
　
安
佐
　
　
　
卓
　
　
由
　
香
　
船
津

三
浦
　
銀
虎
　
　
徹
　
哉
　
絵
　
里
　
船
津

渡
邊
　
慧
音
　
　
正
　
志
　
惠
　
子
　
小
立

渡
辺
　
壱
成
　
　
　
勲
　
　
佳
代
子
　
小
立

中
塚
　
正
大
　
　
正
　
隆
　
美
　
恵
　
浅
川

外
川
　
心
渚
　
　
貴
　
範
　
有
　
紀
　
河
口

外
川
　
太
朗
　
　
真
　
介
　
歩
　
海
　
河
口

内
田
　
小
雪
　
　
雅
　
弘
　
加
代
子
　
河
口

堀
内
　
　
空
　
　
治
　
年
　
千
恵
美
　
大
石

　
野
　
杏
菜
　
　
崇
　
裕
　
準
　
子
　
大
石

堀
内
　
輝
琉
　
　
千
　
人
　
淳
　
子
　
大
石

篠
田
　
和
武
　
　
耕
　
治
　
ま
こ
み
　
勝
山

長
山
　
安
子
　
79
歳
　
長
山
　
隆
雄
　
船
津

長
山
千
鶴
子
　
48
歳
　
長
山
　
保
志
　
船
津

小
山
田
　
清
　
76
歳
　
小
山
田
　
学
　
船
津
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★
★
★

★
★
★
★
★

旧
河
口
湖
中
原
淳
一
美
術
館
が

　
「
ア
ー
ト
ガ
イ
ア

　
　
　
河
口
湖
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
に
！

町
で
栽
培
に
成
功
し
た
希
少
キ
ノ
コ
の

　
　
名
前
が
決
ま
る
！
！

　
昨
年
11
月
30
日
で
閉
館
し
ま
し
た
、
河
口
湖
中
原
淳

一
美
術
館
の
後
継
が
決
ま
り
ま
し
た
。  

　
町
で
は
、
旧
河
口
湖
中
原
淳
一
美
術
館
の
後
継
利
用

に
つ
い
て
、
県
内
外
か

ら
申
し
出
の
あ
り
ま
し

た
５
社（
県
内
３
、県
外
２
）

か
ら
の
再
利
用
提
案
に

つ
い
て
、
賃
貸
借
方
式

で
あ
る
こ
と
、
文
化
性

の
あ
る
こ
と
、
経
営
上

の
持
続
的
安
定
度
が
高

い
こ
と
の
３
つ
の
基
準

に
基
づ
い
て
昨
年
11
月

25
日
、
町
長
他
12
名
の

選
考
委
員
会
で
選
択
し
た
結
果
、
株
式
会
社
「
ア
ー
ト
ガ

イ
ア
」
が
第
１
位
指
名
さ
れ
ま
し
た
。  

　
町
で
そ
の
後
、
１
ヶ
月
あ
ま
り
の
調
査
・
調
整
等
を
経

て
、
１
月
27
日
の
契
約
に
い
た
り
ま
し
た
。  

　
株
式
会
社
「
ア
ー
ト
ガ
イ
ア
」
で
は
、
名
称
を
「
ア
ー
ト

ガ
イ
ア
河
口
湖
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
と
し
、
未
来
あ
る
現
代

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
ト
を
支
援
し
て
い
く
活
動
拠
点
に
し
て

い
く
と
し
て
、
４
月
１
日
の
オ
ー
プ
ン
を
目
指
し
て
い

ま
す
。  

　
こ
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
の
企
画
展
と
し
て
、
国
内
外
か

ら
広
く
若
手
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
た
ち
か
ら
「
現
代
版
富
嶽

三
十
六
景
」
作
品
公
募
を
募
り
、
そ
こ
で
の
入
選
作
品
を

展
示
す
る
そ
う
で
す
。  

　
建
物
内
部
の
概
要
で
す
が
、
１
階
は
主
催
企
画
展
、
２

階
に
は
グ
ル
ー
プ
企
画
な
ど
の
展
示
を
行
う
他
、
音
楽

を
交
え
て
の
、
ま
た
、
周
辺
の
ロ
ー
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
喫
茶

コ
ー
ナ
ー
等
も
利
用
し
た
中
で
サ
ロ
ン
的
な
空
間
に
し

て
い
き
た
い
そ
う
で
す
。  

※
株
式
会
社
「
ア
ー
ト
ガ
イ
ア
」
に
つ
き
ま
し
て
は
、
左

記
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参
照
し
て
下
さ
い
。  

　h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
a
r
t
g
a
i
a
.
j
p

　
町
で
栽
培
に
成
功
し
ま
し
た
、
中
国
産
の
希
少
キ
ノ

コ
、
昨
年
12
月
27
日
か
ら
1
月
20
日
ま
で
全
国
公
募
で

名
前
を
募
集
し
て
い
ま
し
た
。

　
北
は
北
海
道
、
南
は
兵
庫
県
か
ら
1
2
4
名
、3
3
0

点
の
応
募
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
応
募
を
も
と
に
1
月

31
日
、
観
光
・
旅
館
・
報
道
関
係
者
及
び
町
関
係
者
22
名

に
よ
る
選
考
委
員
会
で
名
前
が
「
白
富
士
茸
」
と
決
ま
り

ま
し
た
。

　
「
白
富
士
茸
」
と
応
募
さ
れ
た
方
は
12
名
お
り
ま
し
た

が
、
抽
選
の
結
果
、
地
元
勝
山
地
区
の
高
校
3
年
生
、
在

原
佳
来
く
ん
が
選
ば
れ
、

2
月
3
日
町
役
場
に
お

い
て
、賞
金
2
万
円
と「
白

富
士
茸
」
が
賞
品
と
し

て
在
原
君
に
町
長
か
ら

贈
呈
さ
れ
ま
し
た
。

　
な
お
、「
白
富
士
茸
」は
、

2
月
3
日
か
ら
町
内
ス

ー
パ
ー
「
オ
ギ
ノ
」
さ
ん

で
販
売
を
始
め
ま
し
た

が
、
数
が
少
な
い
た
め
、

1
週
間
に
1
度
く
ら
い
店
頭
に
並
ぶ
の
で
は
な
い
か
と

い
う
話
し
で
す
。

　
み
な
さ
ん
も
、
是
非
、
味
わ
っ
て
み
て
下
さ
い
。

●�

「
白
富
士
茸
」
に
関
す
る
問
合
せ
は
、
町
役
場
農
林
課

　
　
（
℡
72-

1
1
1
5
）
へ

　
東
京
電
力
富
士
吉
田

営
業
所
か
ら
２
月
１
日
、

地
域
の
犯
罪
防
止
の
環

境
作
り
に
役
立
て
て
欲

し
い
と
、防
犯
灯
20
Ｗ
１

灯
型
20
本
と
留
め
金
一

式
20
本
の
寄
贈
を
受
け

ま
し
た
。ど
う
も
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。　

第
２
回
保
育
園
の
手
作
り
お
や

つ
展
で
、
船
津
保
育
所
が
出
品
し

た「
き
な
粉
と
豆
乳
の
和
風
ケ
ー
キ
」

が
知
事
賞
を
受
賞
し
ま
し
た
。

　
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　
レ
シ
ピ
は
ご
覧
の
と
お
り
で
す
。

参
考
に
し
て
下
さ
い
。

東
京
電
力
か
ら
防
犯
灯

　
　
20
本
寄
贈
い
た
だ
く
！

船
津
保
育
所
、手
作
り
お
や
つ
展
で

　
　
知
事
賞
受
賞
！

ホットケーキ
　ミックス 12ｇ

卵　　　　 12ｇ

砂糖　　　 8ｇ

みりん　　 1.8ｇ

はちみつ　 2ｇ

豆乳　　　 4.5ｇ

サラダ油 　1.2ｇ

きな粉 　　3ｇ

生クリーム 5ｇ

いちご  　10ｇ

   (1人分のｇ)

きな粉と豆乳の
和風ケーキ
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現
在
、
大
嵐
地
区
に
建
設
中
の
町
営
住
宅
『
大
嵐
団
地
』

の
入
居
者
を
募
集
し
ま
す
。

　
町
営
住
宅
は
住
宅
に
困
っ
て
い
る
一
定
の
基
準
内
所
得

の
人
た
ち
に
低
廉
な
家
賃
で
供
給
す
る
た
め
に
、
国
の
補

助
を
受
け
て
建
設
し
て
い
る
住
宅
で
す
。
そ
の
た
め
公
営

住
宅
法
や
町
条
例
で
定
め
ら
れ
た
入
居
資
格
を
満
た
し
て

い
な
け
れ
ば
入
居
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　
入
居
資
格
、
募
集
概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。

■
募
集
住
宅

　
・
富
士
河
口
湖
町
大
嵐
地
内
『
大
嵐
団
地
』

　
・
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
１
棟
３
階
30
戸

　
（
３
Ｄ
Ｋ
15
戸
、
２
Ｄ
Ｋ
15
戸
）
・
オ
ー
ル
電
化
仕
様

■
募
集
戸
数 

 
 

30
戸

■
住
宅
の
家
賃
等

　
〇
家
賃
　
入
居
世
帯
全
員
の
収
入
、
世
帯
構
成
に
よ
っ

　
　
　
　
　
て
決
定
さ
れ
ま
す
。

　
　
平
成
18
年
度
予
定
家
賃

　
　
　
　
　
　
　
2
3
0
0
0
円
～
5
0
0
0
0
円
程
度

　
　
　
　
　
　
　
　
（
部
屋
の
規
模
、
収
入
に
よ
り
確
定
）

　
〇
敷
金
　
　
家
賃
の
３
ヶ
月
分

　
〇
そ
の
他
　
共
益
的
な
経
費
が
か
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
入
居
資
格
　

（
１
）
町
内
に
住
所
又
は
勤
務
場
所
を
有
す
る
方
で
、
住

　
　
　
宅
に
困
窮
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
な
方
。

　
　
（
原
則
と
し
て
、
持
ち
家
の
あ
る
方
、
公
営
住
宅
な

　
　
　
ど
公
的
な
住
宅
に
お
住
ま
い
の
方
及
び
過
去
に
公

　
　
　
営
住
宅
を
不
正
に
使
用
し
た
こ
と
の
あ
る
方
は
申

　
　
　
し
込
む
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
）

（
２
）
入
居
を
申
し
込
ま
れ
る
世
帯
の
収
入
が
法
及
び
条

　
　
　
例
に
定
め
ら
れ
た
基
準
内
で
あ
る
こ
と
。

（
３
）
同
居
し
よ
う
と
す
る
家
族
を
含
め
て
、
税
金
及
び

　
　
　
使
用
料
、
分
担
金
、
負
担
金
、
貸
付
金
等
の
納
付

　
　
　
義
務
の
あ
る
税
及
び
使
用
料
等
の
滞
納
が
な
い
方
。

（
４
）
現
に
同
居
し
又
は
、
同
居
し
よ
う
と
す
る
親
族
（
婚

　
　
　
約
者
を
含
む
）
が
あ
る
こ
と
。
結
婚
を
予
定
さ
れ

　
　
　
て
い
る
方
は
、
入
居
時
ま
で
に
新
戸
籍
を
提
出
す

　
　
　
る
こ
と
。

（
５
）
連
帯
保
証
人
は
富
士
河
口
湖
町
在
住
の
２
名
。

　
　
　
但
し
、
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
方
は
ご
相
談

　
　
　
下
さ
い
。

（
６
）
そ
の
他
　
法
令
等
に
定
め
ら
れ
て
い
る
方
。

■
優
先
入
居
対
象
世
帯

（
１
）
同
居
す
る
親
族
に
18
歳
未
満
の
子
が
３
人
以
上
い

　
　
　
る
世
帯
。
（
多
子
世
帯
）

（
２
）
20
歳
未
満
の
子
を
扶
養
す
る
所
得
税
法
に
規
定
す

　
　
　
る
寡
婦
。

（
３
）
そ
の
他
公
営
住
宅
法
に
定
め
ら
れ
て
い
る
方
。

■
申
込
方
法
及
び
必
要
書
類

　
都
市
整
備
課
に
備
え
付
け
の
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記

入
し
、
必
要
な
書
類
を
そ
ろ
え
て
受
付
期
日
内
に
都
市
整

備
課
に
申
し
込
み
を
し
て
く
だ
さ
い
。
（
郵
送
不
可
）

【
申
し
込
み
時
に
必
ず
提
出
し
て
い
た
だ
く
書
類
】

　
・
町
営
住
宅
入
居
申
込
書
・
世
帯
全
員
住
民
票

　
・
所
得
証
明
書
（
平
成
16
年
分
、
市
町
村
長
が
発
行
し

　
　
た
も
の
）

　
・
納
税
証
明
書
（
平
成
16･

17
年
度
）

　
・
連
帯
保
証
人
の
保
証
能
力
を
証
す
る
書
類
（
所
得
証

　
　
明
書
等
２
名
分
）

　
・
戸
籍
謄
本
（
母
子
世
帯
の
方
）
婚
約
証
明
書
（
婚
約

　
　
者
と
入
居
申
込
さ
れ
る
方
）

※
そ
の
他
、
必
要
に
応
じ
、
必
要
な
書
類
を
提
出
し
て
い

　
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

■
選
考
方
法

　
公
営
住
宅
法
及
び
富
士
河
口
湖
町
営
住
宅
入
居
者
選
考

委
員
会
条
例
の
規
定
に
基
づ
き
、
入
居
者
選
考
委
員
会
に

お
い
て
入
居
者
資
格
対
象
者
を
決
定
し
ま
す
。
資
格
対
象

者
が
多
数
の
場
合
は
後
日
、
有
資
格
者
を
対
象
に
抽
選
に

よ
り
入
居
者
を
決
定
し
ま
す
。

■
入
居
開
始
日
　
平
成
18
年
８
月
か
ら
（
予
定
）

■
入
居
申
込
受
付
期
間
及
び
場
所

　
４
月
17
日
（
月
）
～
４
月
28
日
（
金
）

　
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
（
昼
休
み
は
除
く
、
ま
た
、

　
土
日
曜
、
祭
日
も
除
く
）
に
町
役
場
都
市
整
備
課
へ

■
入
居
収
入
基
準

　
月
額
所
得
金
額
が
2
0
0
0
0
0
円
以
下
で
あ
る
こ
と
。

※
月
額
所
得
額
に
つ
い
て
は
お
問
合
わ
せ
下
さ
い
。

　
　
　

■
そ
の
他

　
・
駐
車
場
は
、
原
則
と
し
て
１
世
帯
に
つ
き
１
台
で
、

　
　
駐
車
許
可
を
取
っ
て
下
さ
い
。
ま
た
２
台
目
以
降
の

　
　
駐
車
に
つ
い
て
は
ご
相
談
下
さ
い

　
・
駐
輪
場
は
、
１
世
帯
に
１
台
分
で
す
。

※
ご
不
明
な
点
は
、
町
都
市
整
備
課
（
℡
72-

1
9
7
6
）

　
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

町
営
住
宅
『
大
嵐
団
地
』

　
　
　
　
　
入
居
者
募
集
！
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はじまります!　介護予防サービスはじまります!　介護予防サービスはじまります!　介護予防サービス

H18年4月スタート

～介護予防給付と地域支援事業で支える元気な暮らし～

　元気な人がなるべく要介護にならないように、また要介護になってからも地域で自立した生活が送

れるように、平成18年度から「新しい介護保険制度」と「地域支援事業」の２本柱で、高齢者を連続

的に支えていきます。

　この制度の目的は、高齢者ができる限り要介護状態にならないようにする、たとえ要介護状態にな

ってもそれ以上悪化しないようにする取り組みです。いつまでも自分らしく生活するために、自立支

援のお手伝いを行います。

■地域の高齢者への総合的な支援　　(包括的支援事業)

◎介護予防ケアマネジメント

　介護予防対象者の選定や介護予防プランの策定、評価などを行います。

　平成18年4月1日から有効期間のはじまる要支援1・要支援2の方の介護予防サービスの利用のためのケアプラン

　作成は富士河口湖町地域包括支援センターが行います。

◎地域支援の総合相談

　介護保険だけでなく、さまざまな制度や地域資源を利用した総合的な支援を行います。

◎権利擁護、虐待の早期発見・防止

　高齢者の人権や財産を守る権利擁護虐待防止事業の拠点として、成年後見制度の活用や虐待の早期発見・防止

を進めていきます。

◎地域のケアマネージャーなどの支援

　包括的・継続的なケアマネジメントが行われるよう、地域のケアマネージャーの後方支援を行います。

Ｈ１８年４月から介護予防や地域の高齢者の総合的な相談の拠点として、
健康増進課に「地域包括支援センター」が設置されます。

高 齢 者 介護や支援を必要とする人
(介護保険の対象者)

生活機能の低下によ

り要支援へ移行する

可能性のある人は、

特定高齢者(介護保険

の対象ではないが、生活

能力が低下している人)

介護予防事業

生活機能の低下が軽

く、改善する可能性

の高い人は、

(要支援1.2)

介護保険の

介護予防サービス

(新予防給付)

介護保険の

介護サービス

(介護給付)

生活機能の低下が中

・重度で介護サービ

スが適切な人は、

(要支援1～5)

元気な高齢者は、

一般向けの

介護予防事業

地域支援事業 新しい介護保険制度

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

＝地域包括支援センターが行うおもな事業＝
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　５０歳代以上の中高年世代の前向きなライフスタイルを指して「プラチナ世代」と呼ばれています。

　町では熟年層のみなさんに町で開催する介護予防教室の実践拡大に向けて『プラチナサポーター養成講

座』を開催します。

　『プラチナサポーター』とは町で開催する高齢者を対象とした介護予防教室にスタッフとして参加する

とともに、地域住民と共に住み慣れた地域の中で高齢者がいつまでも元気でいきいきと過ごせるために働

きかけを行います。同時にサポーターのみなさんもプラチナのように光り輝く充実した生活が過ごせます

よう積極的に活動してみませんか。

　下記のとおり『プラチナサポーター養成講座』を開催しますので３月１７日までに健康増進課にお申込

みください。

■プラチナサポーター養成講座

　日時：平成１８年３月２３日（木）　午前９時～午前１１時３０分

　場所：富士河口湖町役場　コンベンションホール

　内容：介護保険制度について、老年学の知識、運動の効果について、いきいきと元気に過ごすために

　●詳しい問合せ及び受講申込みについては、健康増進課（７２－６０３７）までお願いいたします。

（★注）ＢＭＩ＝体重（kg）÷身長（m）÷身長（m）が18.5未満の場合に該当する。
　例えば身長160cm、体重50kgの場合　ＢＭＩは50(kg)÷1.6(m)÷1.6(m)＝19.5

◎「１」にチェックがついた場合、運動機能の低下、閉じこもり、口腔機能の低下、低栄養、認知症、うつなど、　

　何らか原因によって生活機能の低下が心配されます。町の健康増進課や地域包括支援センター、主治医等

　に相談してみましょう。　

　　　　▲健康増進課（℡７２－６０３７）　地域包括支援センター（℡７２－１９９９）▲　

あなたも輝きませんか？　プラチナサポーター募集！

高齢者生活機能「基本チェックリスト」　～あなたの生活機能をチェックしてみましょう～

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

０．はい

０．はい

０．はい

０．はい

０．はい

０．はい

０．はい

０．はい

１．はい

１．はい

１．はい

１．18.5未満

１．はい

１．はい

１．はい

０．はい

１．はい

１．はい

０．はい

１．はい

１．はい

１．はい

１．はい

１．はい

１．はい

１．いいえ

１．いいえ

１．いいえ

１．いいえ

１．いいえ

１．いいえ

１．いいえ

１．いいえ

０．いいえ

０．いいえ

０．いいえ

０. 18.5以上

０．いいえ

０．いいえ

０．いいえ

１．いいえ

０．いいえ

０．いいえ

１．いいえ

０．いいえ

０．いいえ

０．いいえ

０．いいえ

０．いいえ

０．いいえ

バスや電車で１人で外出してますか

日用品の買い物をしていますか

預貯金の出し入れをしていますか

友人の家をたずねていますか

家族や友人の相談にのっていますか

階段を手すりや壁につたわらずに昇っていますか

椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか

１５分くらい続けて歩いていますか

この１年間に転んだことがありますか

転倒に対する不安は大きいですか

6ヶ月間で2～3Kg以上の体重減少がありましたか

身長　　　ｃｍ　体重　　　ｋｇ　（ＢＭＩ＝　　　）（★注）

半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか

お茶や汁物等でむせることがありますか

口の渇きがきになりますか

週に1回以上は外出していますか

去年と比べて外出の回数が減っていますか

周りの人から「いつも同じ事を聞く」などの物忘れがあるといわれますか

自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしてますか

今日が何月何日かわからない時がありますか

(ここ２週間)毎日の生活に充実感がない

(ここ２週間)これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった

(ここ２週間)以前は楽にできていたことが今ではおっくうに感じられる

(ここ２週間)自分が役に立つ人間だとは思えない

(ここ２週間)わけもなく疲れたような感じがする

質 問 項 目 回  答 （いずれかに○を）
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介護保険が変わります PART2

平成１８年４月１日から福祉用具貸与・福祉用具購入の支給が変わります。平成１８年４月１日から福祉用具貸与・福祉用具購入の支給が変わります。

　不適切な用具の使用が心身機能の低下を招くおそれもあります。利用する方が自立した日常生活を送れるよう、

心身の状態や介護者の状況などの環境をしっかりと把握し、適切な福祉用具を選びましょう。

　１　車いす　　　　　　　　　　　　 ７　手すり（工事を伴わないもの）

　２　車いす付属品　　　　　　　　　 ８　スロープ（工事を伴わないもの）

　３　特殊寝台　　　　　　　　　　　 ９　歩行器

　４　特殊寝台付属品　　　　　　　　10　歩行補助つえ

　５　床ずれ防止用具　　　　　　　　11　認知症老人徘徊感知機器

　６　体位変換器　　　　　　　　　　12　移動用リフト（つり具の部分を除く）

＊要支援１・２又は要介護１の方は原則として上記７・８・９・10を除く品目については、保険給付の対

　象となりません（ただし厚生労働大臣が定める基準により認められる場合は例外的に対象となりま

　す。）。また、現在利用している方は、平成１８年４月１日から６ヶ月間の経過措置がとられます。

＊福祉用具の貸与については少なくとも６ヶ月に１度その必要性が見直されることになります。

支給の対象は、次の５種類です。

１　腰掛便座　　２　特殊尿器　　　３　入浴補助用具　　４　簡易浴槽

５　移動用リフトのつり具の部分

＊年間１０万円までが限度で、その１割が自己負担になります。（毎年４月１日から１年間）

自分に合った適切な用具を使いましょう

　平成１８年４月１日からは、事前に都道府県から指定された事業所で販売される特定福祉用具を購入した場合

に限り、福祉用具購入費が保険給付の対象になります。

　また、適切な福祉用具が選定され、利用されるよう指定事業所（現在各事業所では都道府県に対して指定申請を

行っています。）には新たに福祉用具専門相談員が配置され、専門的知識に基づき相談に応じ利用する方の身体の

状況に合わせアドバイスを行います。

特定福祉用具販売 （福祉用具購入費の支給）

◆要支援1・２の方

　介護予防福祉用貸与 → 福祉用具のうち介護予防に役立つものについて貸与します。

◆要介護１～５の方

　福祉用具貸与　　　 → 日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。

福祉用具貸与について

◆要支援1・２の方

特定介護予防福祉用具販売 → 介護予防に役立つ入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入することができます。

◆要介護１～５の方

特定福祉用具販売　　　　 → 入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入することができます。

特定福祉用具販売の対象品目

福祉用具貸与の対象品目


